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居宅介護支援事業重要事項説明書 
 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 医療法人 愛生会 

主たる事務所の所在地 〒868-0036  熊本県人吉市二日町22 

代表者（職名・氏名） 理事長 外山 博之 

電 話 番 号 0966-22-6878 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 長寿支援センター愛生 

事 業 所 の 所 在 地 〒868-0037  熊本県人吉市南泉田町109番地1（2F） 

電 話 番 号 0966-23-6131 

指定年月日・事業所番号 平成11年11月8日指定 4310310554 

管 理 者 の 氏 名 石工 文子 

通常の事業の実施地域 人吉市及び球磨全域（左記地域以外の方は要相談） 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

医療法人愛生会が設置する長寿支援センター（以下「事業所」

という。）において実施する指定居宅介護支援事業（以下「事

業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要

介護者等からの相談及び、要介護者がその心身の状況や置かれ

ている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅

サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービス

の種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確

保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 

運営の方針 

1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合

においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

配慮したものとする。 

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サ

ービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供される

よう配慮して行う。 
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3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

て、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または

特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、

公正中立に行う。 

4 事業を行うにあたっては、地域包括支援センター、他の指定

居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 

5 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置

を講じる。 

6 事業を提供するにあたっては、介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 

 

４．営業日時 

営 業 日 

通常月曜日から土曜日まで。 

但し、日曜日並びに 12 月 31 日から 1 月 2 日までの年末年始は

除く。 

営 業 時 間 午前8時30分から午後5時30分 

その他 
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連

絡が可能な体制とする。 

 

 

５．事業所の職員体制 

管  理  者 石工 文子 

 

従業者の職種 人数 常勤・非常勤 

主任介護支援専門員 2名 常勤 2人 

介 護 支 援 専 門 員 1名 常勤 1人 

事務職員 1名（兼務） 配置あり 
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６．居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

居宅介護支援の内容 提供方法 
介護保険

適用有無 

利用料 

（月額） 

利用者負担額 

（介護保険適用の場合） 

① 居宅サービス計画

の作成・サービス

担当者会議の実施  

別紙に掲げる 

「居宅介護支

援業務の実施

方法等につい

て」を参照下

さい。 

左の①～

⑦の内容

は、居宅

介護支援

の一連業

務とし

て、介護

保険の対

象となる

もので

す。 

下表のとおり 介護保険適用とな

る場合には、利用

料を支払う必要が

ありません。 

（全額介護保険に

より負担されま

す。） 

② 居宅サービス事業

者との連絡調整  
③ サービス実施状況

把握、評価  

④ 利用者状況の把握  

⑤ 給付管理  

⑥ 要介護認定申請に

対する協力、援助  
⑦ 相談業務  

 

 

要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 45 件未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

（単位数 1,086） 

10,860円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

（単位数 1,411） 

14,110 円 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 45 件以上 60 件未

満 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 

（単位数 544） 

5,440 円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 

（単位数 704） 

7,040 円 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 60 件以上 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 

（単位数 326） 

3,260 円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 

（単位数 422） 

4,220 円 

指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信する

ためのシステムの活用及び事務職員の配置を行っている場合 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 50 件未満の場合 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

（単位数 1,086） 

10,860円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

（単位数 1,411） 

14,110円 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 50 件以上 60 件未

満 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 

（単位数 544） 

5,440 円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ） 

（単位数 704） 

7,040 円 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 60 件以上 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ） 

（単位数 326） 

3,260 円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ） 

（単位数 422） 

4,220 円 

 

 

 

 



 

  4 

 

 加 算 加算額 算 定 回 数 等 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

 初 回 加 算   

（ 単 位 数  3 0 0 ） 
3,000 円／回 

新規に居宅サービス計画を作成する場合

要支援者が要介護認定を受け居宅サービ

ス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更になり

居宅サービス計画を作成する場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

（ 単 位 数  2 5 0 ） 
2,500 円／月 

介護支援専門員が入院した日のうちに当

該病院又は診療所の職員に対して必要な

情報提供を行った場合 

※営業時間終了後又は営業日以外の日の

入院の場合は、入院日の翌日を含む 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

（ 単 位 数  2 0 0 ） 
2,000 円／月 

介護支援専門員が入院した日の翌日又は

翌々日に当該病院又は診療所の職員に対

して必要な情報提供を行った場合 

※営業時間終了後に入院した場合であっ

て、入院から起算して 3 日目が営業日で

ない場合は、その翌日を含む 

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅰ 

（単位数  連携１回 450  

     連携 2 回 600） 

   

4,500 円／回 

6,000 円／回 

 

病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護保険施設の職員から退

院等に当たって必要な情報を受けて居宅サ

ービス計画を作成し、居宅サービス等の利

用に関する調整を行った場合 

（入院又は入所期間中１回を限度） 

退 院 ・ 退 所 加 算 Ⅱ 

（ 単 位 数  連 携 １ 回 6 0 0   

     連 携 ２ 回 7 5 0   

     連 携 ３ 回 9 0 0） 

6,000 円／回 

7,500 円／回

9,000 円／回 

病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護保険施設の職員から必

要な情報を受け、加えてカンファレンスに

参加し、居宅サービス計画を作成し、居宅

サービス等の利用に関する調整を行った場

合（入院又は入所期間中１回を限度） 

通 院 時 情 報 連 携 加 算 

（ 単 位 数  5 0 ） 
500 円 

利用者が病院又は診療所において医師

又は歯科医師の診察を受けるときに介

護支援専門員が同席し、医師又は歯科

医師等に対して当該利用者の心身の状

況や生活環境等の当該利用者に係る必

要な情報の提供を行うとともに、医師

又は歯科医師等から当該利用者に関す

る必要な情報の提供を受けた上で、居

宅サービス計画に記録した場合は、 利

用者１人につき１月に１回を限度とし

て所定単位数を加算する。 
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緊急時等居宅カンファレンス加算  

（ 単 位 数  2 0 0 ） 
2,000 円／回 

病院又は診療所の求めにより、当該病院

又は診療所の職員と共に利用者の居宅を

訪問し、カンファレンスを行い、必要に

応じて居宅サービス等の利用調整を行っ

た場合 

（一月に２回を限度） 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅰ ） 

（ 単 位 数  5 1 9 ） 
5,190 円 

利用者に関する情報又はサービス提供に当

たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。」等厚生

労働大臣が定める基準に適合する場合 

（一月につき） 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅱ ） 

（ 単 位 数  4 2 1 ） 
4,210 円 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅲ ） 

（ 単 位 数  3 2 3 ） 
3,230 円 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ａ ） 

（ 単 位 数  1 1 4 ） 
 1,140 円 

特 定 事 業 所 医 療 介 護 連 携 加 算  

（ 単 位 数  1 2 5 ） 
1,250 円 

特定事業所加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを算定

し、医療機関との連携や地域包括支援セ

ンター実施の事例検討会への参加等を行

っている場合（一月につき） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 加 算 

（ 単 位 数  4 0 0 ） 
4,000 円 

在宅で死亡した利用者に対して、終末

期の医療やケアの方針に関する当該利

用者又はその家族の意向を把握した上

で、その死亡日及び死亡日前 14 日以内

 に２日以上、当該利用者又はその家族

の同意を得て、当該利用者の居宅を訪

問し、当該利用者の心身の状 況等を記

録し、主治の医師及び居宅サービス計

画に 位置付けた居宅サービス事業者に

提供した場合 

 

要

介

護

度

に

よ

る

区

分

減   算 単位数 算 定 回 数 等 

業 務 継 続 計 画 未 策 定 減 算 
所定単位数 

の 10％ 

感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する早期のサービス再開や

業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定すること  

当該業務継続計画に従い必要な措置を

講ずること ※ 居宅介護支援について

は、令和７年 3 月 31 日までの間、 減

算の適用はない。 
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な

し 

高齢者虐待防止措置未実施減 算 
所定単位数 

の 10％ 

虐待の発生又はその再発を防止するた

めの以下の措置が講じられていない場

合 

 虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等の活用可能）

を定期的に開催するとともに、そ の結

果について、従業者に周知徹底を図る

こと。  

虐待の防止のための指針を整備するこ

と。  

 従業者に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。  

※上記措置を適切に実施するための担

当者を置くこと。 

身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の 推 進 

 

所定単位数 

の 10％ 

利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行って はな

らないこと。  

身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならないこと。 

同 一 建 物 減 算 
所定単位数 

の 5％ 

指定居宅介護支援事業所の所在する建

物と同一の敷地内、隣接する敷地内の

建物又は指定居宅介護支援事業所と 同

一の建物に居住する利用者  

指定居宅介護支援事業所における１月

当たりの利用者が同一の建物に 20人以

上居住する建物（上記を除く。）に 居

住する利用者 

特 定 事 業 所 集 中 減 算 
1月につき

200単位 

正当な理由なく特定の事業所に 80％以上

集中した場合（指定訪問介護・指定通所

介護・指定地域密着型通所介護・指定 

運 営 基 準 減 算 
所定単位数 

の 50％ 

運営基準に沿った、適切な居宅介護支援

が提供できていない場合 

 

７．その他の費用について 

交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基

づき、交通費の実費（公共交通機関等の交通費）を請求いたします。 

なお、それ以外の地域にお住まいの方で訪問の必要性があった場合で、所

定車を使用した場合は Km 当たり 20円を事前に利用者等の同意を得て、

利用者等から費用負担を受ける。 
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８．利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利

用者の居宅に訪問する頻度の目安 

少なくとも１月に１回（ 介 護 予防 支 援 の 場

合は 3 か 月 間 に 1 回 ）  

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利

用 者 の同 意 を 得 て 、 情 報 通信 機 器 を 活

用 し たモ ニ タ リ ン グ を 実 施し た 場 合 の

利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

 

少 な くと も 2 か 月 間 に 1 回（ 介 護 予 防

支 援 の場 合 は 6 か 月 間に 1 回 ）  

 

９．居宅介護支援の提供にあたって 

（1） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変

更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けて

いる要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとし

ます。 

（3） 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとします。 

（4） 利用者及びその家族は、当事業者に対して、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業

所について、複数の事業所の紹介を求めたり、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理

由を求めたりすることができます。 

（5） 利用者が入院した際、利用者又は家族から当該病院へ担当介護支援専門員の所属事業所と氏名

を通知することが義務付けられています。利用者が入院された場合は病院関係者に担当介護支

援専門員の所属事業所と氏名をお伝えいただくとともに、当事業所にもお知らせください。  

（6） 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介

護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間 

に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介

護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に

よって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努力します。 

 

１０．業務継続計画の策定 

事業所は、感染症や非常災害の発生時に、利用者に指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施

するために次の措置を講じます。 

（1）業務継続計画を策定します。 

（2）従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めま

す。 

（3）定期的な業務継続計画の見直し及び必要に応じて変更を行います。 

 

１１．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

［医療法人愛生会（長寿支援センター愛生）］における感染症の予防及び蔓延の防止に向けた具体

的な取り組みを定めることである。これには、職員、利用者の健康と安全の確保が含まれる。特に高

齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるた

め、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。 

これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築く為、【感染症の予防及

び蔓延防止のための指針】を整備します。 



 

  8 

担当者 石工 文子（管理者） 

 

(1)従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な

管理に努めます。 

(2)事業所内で感染症が発生の予防及びまん延を防ぐため、次の対策を講じます。 

①感染症対策を検討する委員会をおおむね 6か月に 1回以上開催し、その結果を周知します。 

②感染症対策の指針を整備します。 

③従業者に対して定期的に研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２．ハラスメントの防止に関する規定 

当該法人が規定する就業規則第 43条（いじめの禁止）及び第 44 条（セクシャルハラスメント・パ

ワーハラスメントの防止）に基き、職場におけるセクシャルハラスメント（以下「セクハラ」とい

う。）及びパワーハラスメント（以下「パワハラ」という）等を防止するために、ハラスメントの

防止に関する規定を定め、ハラスメント対策を講じます。 

 

１３．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記

の主治医及び家族等に連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

１４．事故発生時の対応 

 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、熊

本県国民健康保険団体連合会等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、当該法人

が加入している損害賠償保険にて速やかに損害賠償を行います。 

 

１５．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

担当者  石工 文子 

電話番号  0966-23-6131 

FAX番号  0966-23-6131 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

人吉市役所 高齢者支援課 
電話番号 0966-22-2111 

受付時間 午前９時～午後５時30分 

熊本県国民健康保険団体連合会 
電話番号 096-214-1101 

受付時間 午前９時～午後５時30分 

 

１６．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

（２）個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得

ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電
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磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は

利用者の負担となります。) 

 

１７．虐待の防止について 

［医療法人愛生会（長寿支援センター愛生）］は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）の実効性を

高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう【高齢者虐待防止のための指針】を整備し

ます。 

（1） 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。 

虐待防止に関する担当者 石工 文子（管理者） 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。 

（4） 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知し

ます。 

（5） 虐待防止を啓発･普及するための研修を従業者に対し定期的に実施します。 

（6） 事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに必要な措置を講じます。 

 

１８．身分証携行義務 

介護支援専門員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１９.「書面掲示」規制について 

 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、原則として事業所内での「書

面掲示」を 求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、書面

による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット

上で情報の閲覧が完結するよう、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ

等又は情報公表システム上）に掲載・公表できるよう整備します 

（※令和７年度から義務付け） 

 


